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及び特別支援学校での

教育について

令和８年度医療的ケア児等コーディネーター養成研修

令和８年度医療的ケア児等支援者養成研修
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特別支援教育の現状について
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高等学校中学校小学校

通常の学級

通級による指導

特別支援学級

特別支援学校

視覚障害、聴覚障害、言語障害、
肢体不自由、病弱・身体虚弱、
自閉症、情緒障害、ＬＤ、ＡＤＨＤ

視覚障害、聴覚障害、言語障害、
知的障害、肢体不自由、
病弱・身体虚弱、自閉症・情緒障害

視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱

※通常の学級にも特別な教育的支援を要する児童生徒が在籍

連
続
性
の
あ
る
多
様
な
学
び
の
場

Ｈ３０より制度化
自閉症、情緒障害、ＬＤ、

ＡＤＨＤ

特別支援教育の対象となる児童生徒の学びの場
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特別支援学校等の児童生徒の増加の状況(H25→R5)

※文科省資料より
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児童生徒の困難の状況（小中）

学習面又は行動面で著しい
困難を示す

８．８％
全国

（R4）

１０．７％
埼玉県

（H25）

学習面、各行動面で著しい困難を示す

不注意・多動／衝動

４．０％

学習面
６．５％

対人関係
こだわり
１．７％

文部科学省．2022.12「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

学習面の困難 行動面の困難
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生徒の困難の状況（高）

学習面又は行動面で著しい
困難を示す

2.2 ％
全国

（R4）

学習面、各行動面で著しい困難を示す

不注意・多動／衝動
１．０％

学習面
１．３％

対人関係
こだわり
０．５％

文部科学省．2022.12「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

学習面の困難 行動面の困難
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埼玉県内で特別支援学校等に通っている児童生徒は？

特別支援教育を受けている児
童生徒数 ３３，１７９人

特別支援学校（幼小中高専）
９，３８７人

特別支援学級（小中）
１６，２８８人

通級指導教室（小中）
７，５０４人

義務教育段階で特別支援教育を
受けている児童生徒数

２９，３６８人
義務教育段階の全児童生徒数に
対する割合 約６%

（義務教育段階児童生徒数
５３３，５５０人）

（令和７年5月1日現在）
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4,691
人

7,504人

3,609人

1,967人

3,733人

11,597 人



8

埼玉県内の特別支援学校・特別支援学級・通級児童生徒数の推移

特別支援学級

特別支援学校
(高等部含む）

通級指導教室

特別支援学校
(小・中学部）
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特別支援学校のセンター的機能

幼稚園、小中学校、高等学校等の要請に応じ、各学校園が進
める特別支援教育を効果的に支えるため、特別支援学校が提
供する一連の専門的支援である。【学校教育法第７４条参照】

教職員への
支援

教職員への
研修協力

特別支援教育に関する
相談・情報提供

福祉、医療、労働
関係機関等との

連絡・調整

施設設備等
の提供

個別の指導計画等の
作成助言など児童等

への指導・支援

「発 達 障 害 を 含 む 障 害 の あ る 幼 児 児 童 生 徒 に 対 す る 教 育 支 援 体 制 整 備 ガ イ ド ラ イ ン」 平成２９年３月 文部科学省 より
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県立特別支援学校における小中学校等支援件数

令和６年度 12,185件

令和５年度 12,960件

令和４年度 11,442件

令和３年度 9,779件

令和２年度 10,423件



特別支援教育について
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特別支援教育とは

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各
号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要
とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障
害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

学校教育法第81条【平成１９年４月施行】
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・知的障害
・肢体不自由
・病弱
・聴覚障害
・視覚障害

・その他発達障害を含む障害

「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習
障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状
が通常低年齢において発現するもの」となっている。

【発達障害者支援法第２条より】



特別支援教育とは

特別支援教育は、発達障害がある児童生徒も含
めて、障害により特別な支援を必要とする児童生
徒が在籍する全ての学校において実施されるもの
である。

特別支援教育の推進について（通知）文部科学省 平成１９年４月
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自立活動とは

特別支援学校、特別支援学級、通級による指導で実
施される、個々の障害による学習上又は生活上の困
難を改善・克服するための指導

自立活動の時間を設けて指導を行う他、教育活動全
体で自立活動の視点をもって教育を行っています。

埼玉県立特別支援学校では、医療的ケアを自立活動
として捉え、指導を行っています。
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個別の支援計画と個別の指導計画
（教育支援プランA・B）
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特別支援学教育のクラスについて（少人数学級編制）

○特別支援学級→８人
○特別支援学校

・単一障害の児童生徒のクラス→６人（小・中学部）
８人（高等部）

・複数の障害を合わせ有する
（重複障害）児童生徒のクラス→３人

※（通級指導教室は、１３人の児童生徒に対して１人の先生）
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特別支援学校の進路指導、卒業後の進路について

生徒の実態に応じて、進路指導が行われています。

一般的には各校に進路指導担当の教員がおり、地域の企業、施設の情報を本人、保護者に
提供しています。

１年次から、現場実習を行い、卒業後の就職、入所に向けて準備をしていきます。

一般就労

福祉的就労
・就労継続A
・就労継続B
・地域活動支援センター

就労移行支援

生活介護事業所
・通所施設
・入所施設

進学



埼玉県立特別支援学校について
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令和６年度開校
三郷特別支援学校三郷北分校
上尾かしの木特別支援学校大宮商業分校
所沢おおぞら特別支援学校新座柳瀬分校
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・埼玉県立特別支援学校塙保己一学園（川越市）

・視覚障害、例えばこのような状況があります。

視覚障害特別支援学校
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・盲教育（見えない）

盲教育の学習は点字を用いる。点字の教科書を用い、主として触覚や聴覚などの視覚

以外の感覚を活用する。

・弱視教育（見えにくい）

弱視教育の学習は、文字の拡大や弱視レンズなどの光学器具の活用により、拡大教科書
や普通文字の教科書を用い、主として視覚を活用して行う。

拡大読書機立体教材
（国名が点字）

さわれる国旗

白杖
盲導犬

24



・埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園、坂戸ろう学園

・聾と難聴

・聴覚障害、例えばこのような状況があります。

伝音性難聴・・・外耳、中耳の障害による難聴

感音性難聴・・・内耳、聴神経、脳の障害による難聴

混合性難聴・・・伝音性難聴、感音性難聴の両方の原因をもつ難聴

・指導上の特徴としては、手話を共通のコミュニケーションの手段としているため、

早期から手話でコミュニケーションができる環境を大切にしている。

聴覚障害特別支援学校
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児童生徒がお互いに手話が見え
るように扇形に配置された机

先生の話している声が聞
き取りやすいように、机
や椅子の脚にテニスボー
ルを取り付けた

授業の始まりと終
わりは、緑と赤の
ランプで表示

行事の日程や、催し物の案内など
の情報を映す「見える校内放送」
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・県立蓮田特別支援学校（肢・病併置）、県立けやき特別支援学校、他２分校

・様々な疾病の児童生徒が通っている。

・学習の特徴

通学して学習する児童生徒とベッドサイドで学習する児童生徒がいる。

・ベッドサイドでの授業では、感染症に対する注意は絶対条件である。

音楽などの音を出す教科や理科、技術など実技系の教科は工夫が必要である。

・I CTなどの情報通信機器の活用も効果的で、児童生徒の状態に合わせて、

ＰＣなどを改良して学習することも。

病弱特別支援学校
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・県立知的障害特別支援学校４０校（高校内分校13校含む）

（小中学部のみ３校、高等部職業学科のある学校３校、高校内分校１３校）

知的障害特別支援学校

知的障害特別支援学校の教科と指導の形態（小学部）
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知的障害のある児童生徒の学習上の特性
・学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、 実際の生活

の場で応用されにくい
・成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取り組む意欲が

十分に育っていない
・実際的な生活経験が不足しがちであることから、実際的・具体的な

内容の指導が 必要であり、抽象的な内容の指導よりも効果的である。

各教科等を合わせた指導について

埼玉県立特別支援学校で実施されている各教科等を合わせた指導
・日常生活の指導
・遊びの指導
・生活単元学習
・作業学習



・県立肢体不自由特別支援学校９校（単独６、併設３）

・本県では、肢体不自由の障害の程度と、知的発達の程度の双方が関係し、児童生徒の

実態の多様さが大きいという特性から、下記の基本分類を設けている。

埼玉県立特別支援学校における肢体不自由特別支援学校の教育課程の類型

◆類型Ⅰ・・・当該学年に準ずる教育課程

◆類型Ⅱ・・・各教科の目標及び内容の一部（又は全部）を、下学年又は下学部の目標及び内容に

替えた教育課程

◆類型Ⅲ・・・各教科を知的障害者に対する教育を行う特別支援学校の教科に替えた教育課程

◆類型Ⅳ・・・自立活動を主とする教育課程

肢体不自由特別支援学校
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埼玉県立特別支援学校での医療的ケアについて
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さいたま市

川口市

蕨市

戸田市

上尾市

桶川市

北本市

鴻巣市

伊奈町

朝霞市

新座市

志木市

和光市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

春日部市

草加市

越谷市

八潮市

吉川市

松伏町

所沢市

飯能市

狭山市

入間市

日高市

三郷市

坂戸市

鶴ヶ島市
毛呂山町

越生町

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

鳩山町
ときがわ町

東秩父村

熊谷市

深谷市

寄居町

本庄市

美里町

神川町

上里町

行田市 加須市

羽生市

久喜市

蓮田市

幸手市

白岡市

宮代町
杉戸町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

川越市

（知・肢）所沢おおぞら特支

深谷市

医療的ケア児が在籍している特別支援学校

（肢）宮代特支

（肢）日高特支

（肢）川島ひばりが丘

（知・肢）秩父特支

（肢）熊谷特支

（肢・病）蓮田特支

（肢）和光特支

（肢）越谷特支

（聴）大宮ろう学園

（聴）坂戸ろう学園

（知）騎西特支

凡例

●・・・肢体不自由（知又は病の併置含む）

■・・・聴覚障害

▲・・・知的障害

◆・・・視覚障害

（知）上尾
（知）上尾かしの木

（知）草加かがやき特支

計導尿酸素療法吸引注入吸入

413151515920915R6

医療的ケアの内容 R6.5.1時点

（視）塙保己一学園

（知）川越特支

（知）行田特支

（知）所沢特支

（知）毛呂山特支

（知）岩槻はるかぜ特支
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R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22H21H20H19H18H17H16H15H14

242237223208196208201184173165173155144144133133120113106101927461
医療的ケア対
象幼児児童生
徒数

456395374341326338370346287272287288240226224197189174159155138120—
医療的ケア総
件数

2492572181951721701651601381301431241081049976———————担当教員数

R７.5.1時点

61 74
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173 165 173 184 201 208 196 208 223 237 242

0

120
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224 226 240

288 287 272 287
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456

0 0 0 0 0 0 0

76
99 104 108 124

143 130 138
160 165 170 172
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218

257 249

0

50
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400
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H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

医療的ケア対象児童生徒数等の推移

医療的ケア対象幼児児童生徒数 医療的ケア総件数 担当教員数

33



34

医療的ケアの教育的意義
• 登校日数の増加

• 幼児児童生徒の授業の継続性の確保

• 教員との信頼関係の向上など

• 授業の流れの中で教員は児童生徒等の様子を観察する
ことができ、些細な体調変化で、例えばいつ吸引すれ
ば負担が少なくて済むか判断して対応できるように
なった。医療的ケアがいつもと同じ声で、感触で、雰
囲気で担任の教師が行うことにより、信頼のもとで緊
張を高めることなく、そして授業を中断することなく
進められることは、大きな成果である。



学校でのケアの様子
水分注入

お昼の注入

教員とダブルチェック 教員が注入の準備
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学校でのケアの様子
吸 引

人工呼吸器
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埼玉県立特別支援学校に在籍する幼児児童生徒（以下「児童等」という。）の通学（登下校）に際し

て、スクールバスを利用できない医療的ケア児が福祉タクシー等を利用する場合に、同乗する看護

師の費用を県が支援します。

通学支援事業について

 対象者

① スクールバス乗車中に医療的ケアが必要なため、通学時にスクールバスが利用できない児童等

② 福祉タクシー等の乗車中に必要な医療的ケアは、学校で承認を受けた範囲のものであり、

主治医から訪問看護事業所等と学校に指示（指示書）が出ている児童等

③ 体調が安定しており、定期的に登校することができる児童等

 利用回数

◇ 利用希望回数を基に、利用希望者の状況を見ながら決定します。

◇ 試走も利用回数に含まれます。
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ある医療的ケア児の学校での一日

９：００ 登校 ケアルームで健康観察（引継ぎ）

９：３０ 朝の自立活動（朝の会）

１０：００ １時間目

１１：００ ２時間目

１２：１５ 給食（注入）

１３：３０ ３時間目

１４：３０ 帰りの会

１５：００ 下校（引継ぎ）



御清聴ありがとうございました
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SAITAMATCH


